
札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付要綱（平成２０年３月３１日市民まちづくり局理事決裁）新旧対照表 

現行 改正後 備考 

（目的） 

第１条 この要綱は、札幌市市民まちづくり活動促進条例（平成１９年条

例第５１号。以下「条例」という。）第１５条第１項に基づき、市民ま

ちづくり活動の促進を目的として、団体指定助成、分野指定助成、及び

テーマ指定助成を実施するために、必要な事項を定める。 

 

 

 

（助成対象団体） 

第２条 この要綱により、助成を受けることができる団体は、札幌市市民

まちづくり活動促進基金団体登録要綱（以下「登録要綱」という。）に

より、あらかじめ市の登録制度に登録された団体（以下「登録団体」と

いう。）とする。 

 

（助成の種類） 

第３条 本要綱に定める助成の種類は、団体指定助成、分野指定助成、及

びテーマ指定助成とする。 

(1) 団体指定助成とは、登録団体の中から希望する団体を１つ指定し

て寄附が行われた場合（以下「団体指定寄附」という。）、当該寄附者

の意思を尊重して、当該団体の事業に対して助成を行う方法とする。 

 

 

 

(2) 分野指定助成とは、別表１にある分野の中から希望する分野を選

択して寄附が行われた場合（以下「分野指定寄附」という。）、当該分

野に係って申請された事業の中から選考された事業に対して助成を

（目的） 

第１条 この要綱は、札幌市市民まちづくり活動促進条例（平成１９年条

例第５１号。以下「条例」という。）第１５条第１項の規定に基づき、市

民まちづくり活動の促進を目的として、札幌市市民まちづくり活動促進

助成金（以下「助成金」という。）の交付について、札幌市補助金等の事

務取扱に関する規程（昭和３６年訓令第２４号）に定めるもののほか、

必要な事項を定める。 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

（助成の種類） 

第２条 この要綱に定める助成の種類は、次の各号に掲げるとおりとす

る。 

(1) 団体指定助成とは、札幌市市民まちづくり活動促進基金団体登録要

綱（以下「登録要綱」という。）により、あらかじめ市の登録制度に登

録された団体（以下「登録団体」という。）の中から希望する団体を１

つ指定して寄附が行われた場合（以下「団体指定寄附」という。）、当

該寄附者の意思を尊重して、当該団体の事業に対して助成を行う方法

とする。 

(2) 分野指定助成とは、別表１に掲げる分野の中から希望する分野を指

定して寄附が行われた場合（以下「分野指定寄附」という。）、当該分

野に係って申請された事業の中から選考された事業に対して助成を
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行う方法とする。 

(3) テーマ指定助成とは、札幌市市民活動促進テーブル（以下「促進

テーブル」という。）が定めたテーマ又は任意のテーマを指定して寄

附が行われた場合（以下「テーマ指定寄附」という。）、当該テーマに

係って申請された事業の中から選考された事業に対して助成を行う

方法とする。 

（新設） 

 

 

２ 団体、分野あるいはテーマをとくに指定せずに寄附が行われた場合、

促進テーブルの協議を経て札幌市が助成先及び助成額等について決め

るものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う方法とする。 

(3) テーマ指定助成とは、札幌市市民活動促進テーブル（以下「促進テ

ーブル」という。）が定めたテーマ又は任意のテーマを指定して寄附

が行われた場合（以下「テーマ指定寄附」という。）、当該テーマに係

って申請された事業の中から選考された事業に対して助成を行う方

法とする。 

(4) スタートアップ助成とは、まちづくり活動の新たな広がりの促進を

目的として申請された事業の中から選考された事業に対して助成を

行う方法とする。 

２ 団体、分野あるいはテーマをとくに指定せずに寄附が行われた場合、

促進テーブルの協議を経て札幌市が助成先及び助成額等について決め

るものとする。 

 

（助成対象団体） 

第３条 前条第１項各号に掲げる助成を受けることができる団体は、次の

各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 団体指定助成、分野指定助成及びテーマ指定助成 

登録団体 

(2) スタートアップ助成 

次に掲げる要件をすべて満たす団体 （登録団体のうち次に掲げる要

件をすべて満たす団体を含む。） 

ア 条例第２条に定める市民まちづくり活動を行うことを主たる目

的とする団体であること 

イ 主たる事務所若しくは本拠が市内にあること 

ウ 市民まちづくり活動を行う区域が主に市内にあること 

エ 設立から３年未満であること。ただし、やむを得ない事由がある

と認められる場合は、この限りではない。 

オ 構成員が５人以上であること 

カ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成
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（助成対象事業） 

第４条 助成対象事業は、次の各号に掲げる全ての要件を充たす必要が

ある。 

 

(1) 営利を目的としない公益的な事業 

(2) 札幌市内における地域社会の発展に資すると認められるもの 

 

(3) 札幌市民を対象とした事業 

(4) 親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと 

(5) 当該事業が当該年度内において、札幌市の他の助成等を受けてい

る、若しくは、受けることが決定している事業でないこと 

３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、又は

暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員又はその構

成員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）の統制の下

にある団体でないこと 

キ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11

年法律第 147 号）第５条及び第８条に規定する処分を受けている団

体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと 

ク 条例第２条第１号から第３号までの規定に該当しないこと 

ケ 法令等（特定非営利活動法人促進法及び労働者協同組合法を除

く。）を根拠に組織化されている団体でないこと。ただし、法令等

を根拠に組織化されている団体であっても、一般社団法人及び一般

財団法人並びに地域社会の発展に寄与することを主たる目的とし、

地域住民組織と一体となって活動を行うような団体については助

成の対象とすることができる。 

コ 過去に分野指定助成及びテーマ指定助成を受けたことがある団

体でないこと 

サ その他市長が適当でないと判断した団体でないこと 

 

（助成対象事業） 

第４条 助成対象事業は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとす

る。ただし、市長は、特に必要と認めるテーマ指定助成について、促進テ

ーブルの意見を聴いた上で、特別の定めをすることができる。 

(1) 営利を目的としない公益的な事業であること 

(2) 札幌市内における地域社会の発展に資すると認められる事業であ

ること 

(3) 札幌市民を対象とした事業であること 

(4) 親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと 

(5) 当該事業が当該年度内において、札幌市の他の助成等を受けてい

る、若しくは、受けることが決定している事業でないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(6) 既に終了した事業でないこと 

２ 助成対象となる経費は、別表２のとおりとする。ただし、市長は、特

に必要と認めるテーマ指定助成に係る助成対象経費について、促進テ

ーブルの意見を聴いた上で特別の定めをすることができる。 

 

３ 助成対象となる経費については、原則、助成金の交付決定日以降に支

払った経費を対象とする。ただし、やむを得ない事由により、助成金交

付決定日を起算日として 1 年前までに助成金交付決定前に支払われた

次の各号に掲げる経費を助成対象経費と認めることができる。 

（1）講師等に対する費用弁償（報償費、旅費） 

（2）ボランティア等の保険料 

（3）使用料及び借上料 

（4）事業を事前に周知するために必要なチラシ等の印刷費 

（5）その他、特に市長が必要と認める経費 

 

（助成金の額等） 

第５条 １年度当たりの助成金の総額は、年度当初の基金の残額及び年

度内に受理した寄附の額の範囲内とする。 

２ 分野指定助成における１団体当たりの助成金の額は、助成対象事業

費が 1,000,002 円以上の場合は、当該助成対象事業費の５割又は 100万

円のいずれか低い額、助成対象事業費が 1,000,001 円以下の場合は、当

該助成対象事業費の８割又は 50 万円のいずれか低い額を限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 既に終了した事業でないこと 

２ 助成対象となる経費 （以下「助成対象経費」という。）は、別表２のと

おりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるテーマ指定助成に係る

助成対象経費について、促進テーブルの意見を聴いた上で特別の定めを

することができる。 

３ 助成対象経費は、原則、助成金の交付決定日以降に支払った経費とす

る。ただし、市長は、やむを得ない事由により、助成金交付決定日を起

算日として 1年前までに支払われた次の各号に掲げる経費 （以下「交付

決定前経費」という。）を助成対象経費として認めることができる。 

（1）講師等に対する費用弁償（報償費、旅費） 

（2）ボランティア等の保険料 

（3）使用料及び借上料 

（4）事業を事前に周知するために必要なチラシ等の印刷費 

（5）その他、特に市長が必要と認める経費 

 

（助成金の額等） 

第５条 １会計年度当たりの助成金の総額は、予算の範囲内とする。 

 

２ １団体当たりの助成金の交付限度額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

(1) 団体指定助成 

助成対象事業費総額（助成対象経費の総額をいう。ただし、特別の

定めがある場合は、その定めるところにより算出した額の総額とす

る。）又は助成金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」とい

う。）における団体指定寄附による寄附金相当額のいずれか低い額 

(2) 分野指定助成 

助成対象事業費総額が 1,000,002 円以上の場合は、助成対象事業費

総額に２分の１を乗じて得た額又は 100 万円のいずれか低い額、助成

対象事業費総額が 1,000,001 円以下の場合は、当該助成対象事業費総

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付限度額

の規定を整

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

３ テーマ指定助成における１団体当たりの助成金の額は、１テーマご

との助成金の募集額の上限若しくは当該助成対象事業費の２分の１の

いずれか低い額を限度とする。ただし、市長は特に必要と認めるテーマ

指定助成に係る助成金の額の限度について、促進テーブルの意見を聴

いた上で、当該助成対象事業費の範囲内で特別の定めをすることがで

きる。 

４ 団体指定寄附の場合の 1 回の助成金の額は、当該団体を指定した寄

附金相当額又は当該助成対象事業費のいずれか低い方を限度とする。 

５ 分野指定助成における同一の団体が実施する同一の事業に対する助

成は、３回を限度とする。 

６ 前項の規定の適用に関し、登録要綱第７条による登録の抹消が行わ

れた登録団体が、再度、登録要綱第４条による登録の決定を受けた場合

にも、当該団体が抹消された登録団体と同一であると判断されるとき

は、登録抹消前の助成実績は、当該団体に引き継がれるものとする。 

７ 同一団体に対する助成の回数は、団体指定助成を除き、１年度につき

１回とする。ただし、同一団体の同一事業に係る助成の回数は、全ての

指定助成について、１年度につき１回とする。 

 

 

 

 

額に１０分の８を乗じて得た額又は 50万円のいずれか低い額 

(3) テーマ指定助成 

助成対象事業費総額に２分の１を乗じて得た額又は１テーマごと

の助成金の募集額の上限額のいずれか低い額。ただし、市長は特に必

要と認めるテーマ指定助成に係る助成金の額の限度について、促進テ

ーブルの意見を聴いた上で、特別の定めをすることができる。 

(4) スタートアップ助成 

助成対象事業費総額又は 10 万円のいずれか低い額 

（削る。） 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

（削る。） 

 

（削る。） 

 

 

 

３ 同一の団体に対する助成金の交付回数の限度は、次に定めるとおりと

する。 

(1) 一会計年度における同一の事業について、第２条第１項各号に定め

る助成金を重複して交付しない。 

(2) 分野指定助成、テーマ指定助成及びスタートアップ助成は、一会計

年度においていずれか１回に限る。 

(3) 前２号の規定の適用に関し、登録要綱第７条による登録の抹消が行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付回数の

限度を整理 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

８ 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めるテーマ指定助成

に係る１年度あたりの助成の回数の限度について、特別の定めをする

ことができる。 

 

（助成金の交付の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする登録団体は、市長に対しその定

める期日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

(1) 札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付申請書（様式１‐１・

様式１‐２） 

(2) 事業計画書（様式２‐１・様式２‐２） 

(3) 収支計画書（様式３） 

(4) 団体概要書（登録要綱様式２） 

(5) 10 名以上の構成員の名簿（氏名、住所が記載されているもの） 

 

 

(6) その他市長が必要と認めた書類 

２ 第４条第３項のただし書きにより認めることができるとする助成対

象経費がある場合は、前項各号の書類を提出する際に、「助成金決定前

における対象経費届出書」（様式３-特）を併せて提出しなければならな

い。 

３ 第１項各号の書類を提出する際、登録要綱第３条１項各号の書類（登

われた登録団体が、再度、登録要綱第４条による登録の決定を受けた

場合にも、当該団体が抹消された登録団体と同一であると判断される

ときは、登録抹消前の助成実績は、当該団体に引き継がれるものとす

る。 

(4) 前３号の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めるテーマ指定助

成について、特別の定めをすることができる。 

(5) スタートアップ助成は、最長で連続する３年までとする。ただし、

助成に係る審査は１会計年度ごとに行う。 

（削る。） 

 

 

 

（助成金の交付の申請） 

第６条 申請団体は、市長に対しその定める期日までに、次の各号に掲げ

る書類を提出しなければならない。 

(1) 札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付申請書（様式１） 

(2) 事業計画書（様式２） 

(3) 収支計画書（様式３） 

（削る） 

(4) 構成員の名簿（氏名、住所が記載されているもの）ただし、団体指

定助成、分野指定助成及びテーマ指定助成にあっては 10 名以上、ス

タートアップ助成にあっては５名以上であること 

(5) その他市長が必要と認めた書類 

 

２ 第４条第３項のただし書きに規定する交付決定前経費がある場合は、

前項各号の書類を提出する際に、「助成金決定前における対象経費届出

書」（様式３-特）を併せて提出しなければならない。 

 

３ 第１項各号の書類を提出する際、登録要綱第３条１項各号の書類（登

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体概要書

を削除 

構成員名簿

の要件を追

加 

 

 

 

 

 

 



録要綱第３条第１項第１号、３号及び４号に規定する書類を除く。）に、

登録時から変更があった場合には、当該変更に係る書類も併せて提出

するものとする。 

４ 第１項の各号の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式

を使用することができる。 

 

（助成金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、公開による事業説明会を開

催し、促進テーブルの審査を経て、助成金の交付先、額等を決定するも

のとする。ただし、市長が必要と認める場合は、事業説明会を開催する

前に、提出された書類による選考を行うことができるほか、公開による

事業説明会を行わず、提出された書類により促進テーブルの審査を経

て、助成金の交付先、額等を決定できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

録要綱第３条第１項第１号、３号及び４号に規定する書類を除く。）に、

登録時から変更があった場合には、当該変更に係る書類も併せて提出す

るものとする。 

４ 第１項の各号の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を

使用することができる。 

 

（助成金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、促進テーブルの審査を経て、

助成金の交付先、額等を決定するものとする。この場合において、審査

方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法

とする。 

(1) 団体指定助成 

原則、公開による事業説明会を行わず、提出された書類による選考

によるものとし、審査は電磁的方法によって実施することができるも

のとする。 

(2) 分野指定助成 

公開による事業説明会を開催する。ただし、市長が必要と認める場

合は、事業説明会を開催する前に、提出された書類による選考を行う

ことができるほか、公開による事業説明会を行わず、提出された書類

による選考を行うことができるものとする。 

(3) テーマ指定助成 

ア 公開による事業説明会を開催する。ただし、市長が必要と認める

場合は、事業説明会を開催する前に、提出された書類による選考を

行うことができるほか、公開による事業説明会を行わず、提出され

た書類による選考を行うことができるものとする。 

イ 前号の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めるテーマ指定助

成について、促進テーブルの意見を聴いた上で、特別に定める方法

により促進テーブルの審査を実施することができる。 

(4) スタートアップ助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査方法を

助成の種類

別に整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 前項の規定に関わらず、団体指定助成については、原則、公開による

事業説明会を行わず、提出された書類により促進テーブルの審査を経

て、助成金の交付先、額等を決定するものとする。審査は電磁的方法に

よって実施することができる。 

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めるテ

ーマ指定助成について、促進テーブルの意見を聴いた上で、特別に定め

る方法により促進テーブルの審査を実施することができる。 

４ 第１項及び第２項に係る基準は別表３のとおりとする。 

５ 市長は、第１項及び第２項の決定において必要があるときは、助成金

の交付の申請に係る書類（第６条第１項各号に定める書類をいう。）に

修正を加えて助成金の交付を決定することができる。 

６ 促進テーブルは、第１項及び第２項の審査に当たり、基金に対する寄

附者の意向を尊重するよう努めるものとする。ただし、寄附者の意向を

尊重することにより、寄附者に特別の利益を与える等、法令の趣旨に反

するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

７ 市長は、第１項及び第２項の規定により助成金を交付することを決

定したときは、札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付決定通知書

（様式４）により、助成金を交付しないことを決定したときは、札幌市

市民まちづくり活動促進助成金不交付決定通知書（様式５）により、速

やかに申請団体に通知するものとする。 

８ 前項に定める札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付決定通知書

（様式４）については、促進テーブルの意見を付記すことができるもの

とする。 

 

９ 助成金の交付決定を受けた団体（以下「助成団体」という。）は、事

業実施にあたり、当該助成を受けていることを明示しなければならな

い。ただし、事業の性質上、明示できないことがやむを得ないと認めら

原則、公開による事業説明会を行わず、提出された書類による選考

によるものとする。 

（削る。） 

 

 

 

（削る。） 

 

 

２ 前項に係る基準は別表３のとおりとする。 

３ 市長は、第１項の決定において必要があるときは、助成金の交付の申

請に係る書類（第６条第１項各号に定める書類をいう。）に修正を加え

て助成金の交付を決定することができる。 

４ 促進テーブルは、第１項の審査に当たり、基金に対する寄附者の意向

を尊重するよう努めるものとする。ただし、寄附者の意向を尊重するこ

とにより、寄附者に特別の利益を与える等、法令の趣旨に反するおそれ

があると認められるときは、この限りでない。 

５ 市長は、第１項の規定により助成金を交付することを決定したとき

は、札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付決定通知書（様式４）に

より、助成金を交付しないことを決定したときは、札幌市市民まちづく

り活動促進助成金不交付決定通知書（様式５）により、速やかに申請団

体に通知するものとする。 

６ 前項に定める札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付決定通知書

（様式４）及び札幌市市民まちづくり活動促進助成金不交付決定通知書

（様式５）については、促進テーブルの意見を付記することができるも

のとする。 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不交付決定

通知に委員

意見を付記 

 

 

 

 



れる場合は、この限りでない。 

 

（助成事業の変更） 

第８条 助成団体は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あら

かじめ札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等申請書（様式

６）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 助成事業の内容を変更するとき 

(2) 助成事業を中止、または廃止するとき 

(3) 助成事業が予定期間内に完了しないとき 

２ 市長は、前項の申請があった場合、期限を定めて、当該団体に対して

交付した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により、助成事業の変更等を認めたときは、札

幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等決定通知書（様式７）に

より、当該助成団体に通知するものとする。 

４ 第１項の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用

することができる。 

 

（関係書類の保存） 

第９条 助成団体は、助成事業に係る経理を明らかにした書類、帳簿等を

事業終了後５年間保存しなければならない。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（助成事業の変更） 

第８条 助成団体は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あら

かじめ札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等申請書（様式

６）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 助成事業の内容を変更するとき 

(2) 助成事業を中止、または廃止するとき 

(3) 助成事業が予定期間内に完了しないとき 

２ 市長は、前項の申請があった場合、期限を定めて、当該団体に対して

交付した助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により、助成事業の変更等を認めたときは、札

幌市市民まちづくり活動促進助成金交付変更等決定通知書（様式７）に

より、当該助成団体に通知するものとする。 

４ 第１項の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用す

ることができる。 

 

（関係書類の保存等） 

第９条 助成金の交付決定を受けた団体 （以下「助成団体」という。）は、

助成事業に係る経理を明らかにした書類、帳簿等を事業終了後５年間保

存しなければならない。 

２ 助成団体は、助成事業により取得し又は効用が増加した財産について

は、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理すると

ともに、その効率的な運用を図らなければならない。ただし、減価償却

資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省第 15 条）で定めている

耐用年数又は５年のいずれか早い期間を経過した場合はこの限りでは

ない。 

３ 助成団体は、事業実施にあたり、当該助成を受けていることを明示し

なければならない。ただし、事業の性質上、明示できないことがやむを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成団体の

義務（備品

の保管、助

成事業であ

ることの明

示）を記載 

 

 

 

 

 



 

 

（促進テーブルの助言等） 

第 10条 助成事業について必要があると認めるときは、促進テーブルが

助成団体に対して助言等を行うことができるものとする。 

２ 助成団体が促進テーブルに対して、助成事業の効果的な実施のため

に、必要な助言・指導を求めることができるものとする。 

 

（事業報告書） 

第 11条 助成団体は、助成事業の終了後、１か月以内又は助成対象年度

の３月 31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を市長に

提出しなければならない。 

(1) 札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業実績報告書（様式８） 

(2) 事業報告書（様式９） 

(3) 収支決算書（様式 10） 

(4) 現金出納帳（様式 11） 

(5) 事業の経過又は成果を証する書類等 

(6) その他市長が必要と認めた書類 

２ 市長は、助成を行った事業に対して、助成金の使途等に関する調査を

行い、又は、第９条の書類、帳簿等を開示させ、その報告又は説明を求

めることができる。なお、助成団体は、これに応じなければならない。 

３ 市長は、助成事業の終了後、当該事業に関する報告会を公開で開催す

ることができる。 

４ 助成団体は、前項の報告会が開催された場合、助成事業の実施結果を

報告するものとする。 

５ 第１項の各号の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式

を使用することができる。 

 

（助成金の額の確定等） 

得ないと認められる場合は、この限りでない。 

 

（促進テーブルの助言等） 

第 10 条 助成事業について必要があると認めるときは、促進テーブルが

助成団体に対して助言等を行うことができるものとする。 

２ 助成団体は促進テーブルに対して、助成事業の効果的な実施のため

に、必要な助言・指導を求めることができるものとする。 

 

（事業報告書） 

第 11 条 助成団体は、助成事業の終了後、１か月以内又は助成対象年度

の３月 31 日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を市長に

提出しなければならない。 

(1) 札幌市市民まちづくり活動促進助成金事業実績報告書（様式８） 

(2) 事業報告書（様式９） 

(3) 収支決算書（様式 10） 

(4) 収支明細書（様式 11） 

(5) 事業の経過又は成果を証する書類等 

(6) その他市長が必要と認めた書類 

２ 市長は、助成を行った事業に対して、助成金の使途等に関する調査を

行い、又は、第９条の書類、帳簿等を開示させ、その報告又は説明を求

めることができる。なお、助成団体は、これに応じなければならない。 

３ 市長は、助成事業の終了後、当該事業に関する報告会を公開で開催す

ることができる。 

４ 助成団体は、前項の報告会が開催された場合、助成事業の実施結果を

報告するものとする。 

５ 第１項の各号の様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を

使用することができる。 

 

（助成金の額の確定等） 
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第 12条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合、その報告に係る

助成事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合するものであるかどうかを調査確認した後、適合すると認め

たときは、交付すべき助成金の額を確定し、札幌市市民まちづくり活動

促進助成金確定通知書（兼返還決定通知書）（様式 12）により、当該団

体に通知するものとする。 

２ 交付額の確定にあたり、助成対象事業の決算に係る事業費から、その

事業に関する収入の決算額を控除した額が、団体指定助成の場合は、交

付決定額又は助成対象事業費のいずれか低い額、分野指定助成及びテ

ーマ指定助成の場合は、交付決定額又は助成対象事業費の５割もしく

は８割（助成率は助成対象事業費により異なる）のいずれか低い額に満

たないときは、その満たない額を減額する。ただし、第５条第２項及び

第３項の規定により特別の定めをしている場合は、当該定めに応じて

計算する。 

 

（補助金の交付） 

第 13条 市長は、前条の規定による補助金確定後の通知後、すみやかに

補助金を交付するものとする。 

 

（概算額の交付及び精算） 

第 14条 前条の規定にかかわらず、助成団体から申出があった場合には、

事前に概算額を交付するものとする。 

２ 前項の規定により、概算額の交付を受けた助成団体は、助成金額確定

通知書による通知を受けた日から起算して５日以内又は年度末のいず

れか早い日までに、精算するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 15条 市長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、第

７条の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

第 12 条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合、その報告に係る

助成事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条

件に適合するものであるかどうかを調査確認した後、適合すると認めた

ときは、交付すべき助成金の額を確定し、札幌市市民まちづくり活動促

進助成金確定通知書（兼返還決定通知書）（様式 12）により、当該団体

に通知するものとする。 

２ 市長は、確定した額が第 14 条の規定により既に交付した額に満たな

いときは、期限を定めて、当該団体に対してその満たない額の返還を請

求するものとする。 

 

 

 

 

 

 

（補助金の交付） 

第 13 条 市長は、前条の規定による補助金確定後の通知後、すみやかに

補助金を交付するものとする。 

 

（概算額の交付及び精算） 

第 14条 前条の規定にかかわらず、助成団体から申出があった場合には、

事前に概算額を交付するものとする。 

２ 前項の規定により、概算額の交付を受けた助成団体は、助成金額確定

通知書による通知を受けた日から起算して５日以内又は年度末のいず

れか早い日までに、精算するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 15 条 市長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、第

７条の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 
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(1) 不正な手段又は違法な行為により、助成を受けたとき 

(2) 助成目的以外の経費に流用したとき 

(3) 登録要綱第７条の規定により、登録が抹消されたとき 

(4) その他この要綱に違反した場合 

２ 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、

札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付取消決定通知書（様式 13）

により、当該団体に通知するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第 16条 市長は、前条の規定に基づき助成金の交付を取り消した場合、

期限を定めて、当該団体に対して交付した助成金の全部又は一部の返

還を請求することができる。 

２ 市長は、第８条第２項及び前項の規定により、及び余剰金があった場

合、助成金の返還を請求するときは、札幌市市民まちづくり活動促進助

成金返還決定通知書（様式 14）により、当該団体に通知するものとす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、第12条の規定により余剰金があった場合、

札幌市市民まちづくり活動促進助成金確定通知書（兼返還決定通知書）

（様式 12）に返還に関する必要事項を記載することをもって、助成金

返還決定通知とすることができる。 

 

（委任） 

第 17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項

は、市民文化局長が定める。 

 

 

 

(1) 不正な手段又は違法な行為により、助成を受けたとき 

(2) 助成目的以外の経費に流用したとき 

(3) 登録要綱第７条の規定により、登録が抹消されたとき 

(4) その他この要綱に違反した場合 

２ 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、

札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付取消決定通知書（様式 13）に

より、当該団体に通知するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第 16 条 市長は、前条の規定に基づき助成金の交付を取り消した場合、

期限を定めて、当該団体に対して交付した助成金の全部又は一部の返還

を請求することができる。 

２ 市長は、第８条第２項、第 12 条第２項及び前項の規定により、助成

金の返還を請求するときは、札幌市市民まちづくり活動促進助成金返還

決定通知書（様式 14）により、当該団体に通知するものとする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、第 12 条第２項の規定により助成金の返還

を請求するときは、札幌市市民まちづくり活動促進助成金確定通知書

（兼返還決定通知書）（様式 12）に返還に関する必要事項を記載するこ

とをもって、助成金返還決定通知とすることができる。 

 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項

は、市民文化局長が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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様式 1-1、 

1-2 を様式 

1 に統一 
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